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軽
自
動
車
な
ど
の
届
出
は
お

早
め
に

　
軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現

在
の
名
義
人
が
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
盗
難
・
譲
渡
な
ど

に
よ
り
軽
自
動
車
な
ど
が
お
手

元
に
な
く
て
も
、
届
出
を
行
わ

な
い
と
課
税
さ
れ
ま
す
。廃
車・

住
所
変
更
・
名
義
変
更
の
届
出

は
３
月
中
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。

お
持
ち
の
車
両
を
申
告
し
て
く

だ
さ
い

　
次
の
車
両
も
軽
自
動
車
税
の

課
税
対
象
で
す
。
該
当
す
る
車

両
を
所
有
し
て
い
る
場
合
、
新

た
に
取
得
し
た
場
合
は
、
速
や

か
に
軽
自
動
車
税
の
申
告
を
し

て
標
識（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

対
象
車
両

・
乗
用
装
置
の
あ
る
ト
ラ
ク

タ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
等
農
耕
車

お
よ
び
フ
ォ
ー
ク
・
リ
フ
ト
、

シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ
な
ど
の
小

型
特
殊
自
動
車

・
小
型
特
殊
自
動
車
に
分
類
さ

れ
、
ト
ラ
ク
タ
ー
の
み
に
よ
り

け
ん
引
さ
れ
る
農
耕
作
業
用
ト

レ
ー
ラ

問  

１
２
５
ｃ
ｃ
以
下
の
オ
ー

ト
バ
イ
や
農
耕
車

　
市
民
税
課　
☎

（21）
２
２
６
１

　

  

１
２
６
ｃ
ｃ
以
上
の
オ
ー

ト
バ
イ

　
栃
木
運
輸
支
局
佐
野
事
務
所

　

 

☎
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
２
０

　
  

軽
四
輪
車

　
  

軽
自
動
車
検
査
協
会　

佐

野
支
所

　

  

☎
０
５
０-

３
８
１
６-

３
１
０
８

青
少
年
の
相
談
と
健
全
育
成

　

栃
木
市
青
少
年
育
成
セ
ン

タ
ー
で
は
、
非
行
や
不
登
校
の

問
題
な
ど
、
青
少
年
に
関
す
る

電
話
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
電
話
番
号

　
　
　
　
　
☎

（23）
６
５
６
６

　
　
　
　
　
平
日
９
時
～
17
時

※
メ
ー
ル
に
よ
る
事
前
予
約
に

よ
り
、
土
日
祝
日
・
時
間
外
の

相
談
も
で
き
ま
す
。

✉g
akusyu0

3
@
city.
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青
少
年
の
健
全
育
成
の
た
め
に

青
少
年
の
喫
煙
防
止
を
進
め
ま

し
ょ
う
！

　
青
少
年
期
の
健
康
を
保
持
す

る
た
め
に
は
、
心
身
に
害
を
な

す
喫
煙
等
を
し
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
特
に
、
青
少
年
の
非
行
防

止
の
た
め
に
も
、
喫
煙
防
止
が

重
要
で
す
。
青
少
年
期
か
ら
の

防
止
は
大
人
の
喫
煙
者
を
減
少

さ
せ
、
将
来
の
生
活
習
慣
病
の

予
防
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
未
成
年
者
の
喫
煙
は
法
律
で

禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
家
庭
、

学
校
、
地
域
、
職
場
な
ど
の
地

域
社
会
全
体
で
青
少
年
の
喫
煙

防
止
を
も
う
一
度
考
え
、
喫
煙

を
助
長
し
な
い
よ
う
な
環
境
づ

く
り
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

安
全
・
安
心
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
便
利
な

も
の
で
す
。
し
か
し
一
方
で
親

の
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
、

有
害
情
報
が
含
ま
れ
る
サ
イ
ト

に
簡
単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
た
り

個
人
情
報
を
書
き
込
ん
だ
り
し

て
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が

安
全
に
利
用
で
き
る
よ
う
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
有
害
情

報
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
い

方
は
子
ど
も
任
せ
に
せ
ず
、
親

子
で
話
し
合
っ
て
、
家
庭
内
で

の
ル
ー
ル
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

問 

栃
木
市
青
少
年
育
成
セ
ン

タ
ー　
☎

（23）
６
５
６
６

経
済
的
に
お
子
さ
ん
の
就
学

が
困
難
な
保
護
者
に
援
助
を

行
っ
て
い
ま
す

　
お
子
さ
ん
が
安
心
し
て
通
学

で
き
る
よ
う
、
学
用
品
費
・
学

校
給
食
費
等
の
一
部
を
援
助
す

る
制
度
（
就
学
援
助
制
度
）
が

あ
り
ま
す
。
経
済
的
に
お
子
さ

ん
の
就
学
に
不
安
が
あ
る
方

は
、問
合
先
へ
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象　

経
済
的
な
理
由
に
よ

り
、
小
・
中
学
校
へ
の
就
学
が

困
難
な
市
内
在
住
の
児
童
・
生

徒
の
保
護
者

※
詳
細
は
問
合
先
へ

問 

教
育
総
務
課
☎

（21）
２
４
６
２

３
月
１
日（
月
）～
７
日（
日
）

は
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

「
そ
の
火
事
を　

防
ぐ
あ
な

た
に　

金
メ
ダ
ル
」　　
　
　

　

空
気
が

乾
燥
し
火

災
が
発
生

し
や
す
い

時
季
で

す
。
火
の
元
に
は
十
分
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

自
宅
の
火
災
警
報
器
を
点
検
し

ま
し
ょ
う

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
定
期

的
な
点
検
が
必
要
で
す
。
点
検

ひ
も
を
引
く
か
点
検
ボ
タ
ン
を

押
す
事
で
点
検
す
る
事
が
で
き

ま
す
。
万
が
一
ま
だ
設
置
し
て

い
な
い
場
合
は
、
至
急
設
置
し

て
く
だ
さ
い
。

問 
市
消
防
本
部
予
防
課

☎
（22）
０
０
７
２

総
務
省
消
防
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
住
宅
防
火
」

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期

間
・
納
付
猶
予
期
間
等
の
あ

る
方
へ

　
年
金
事
務
所
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
期
間
・
納
付

猶
予
期
間
等
の
あ
る
方
へ
、
保

険
料
の
後
払
い
（
追
納
）
を
お

勧
め
し
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

（
全
額
免
除
・
一
部
免
除
・
法

定
免
除
）、
納
付
猶
予
、
学
生

納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期

間
が
あ
る
場
合
は
、
保
険
料
を

全
額
納
め
た
場
合
と
比
べ
て
、

老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）
の
受
取
額
が

少
な
く
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
免
除
等
の
承
認
を
受
け

た
期
間
の
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
後

払
い
（
追
納
）
す
る
こ
と
に
よ

り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
免
除
等
を
受
け
た
期

間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３

年
度
目
以
降
に
保
険
料
を
追
納

す
る
場
合
、
当
時
の
保
険
料
額

に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
の
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
追
納
を
希
望
す
る
方
は
、
年

金
事
務
所
に
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

栃
木
年
金
事
務
所

☎
（22）
４
１
３
１

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落

排
水
を
利
用
し
ま
し
ょ
う　

～
下
水
道
接
続
の
お
願
い
～

　
快
適
で
衛
生
的
な
生
活
環
境

や
河
川
な
ど
の
水
環
境
を
守
る

た
め
、
市
で
は
公
共
下
水
道
や

農
業
集
落
排
水
が
使
え
る
区
域

に
お
住
ま
い
の
方
に
、
公
共
下

水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。

　
な
お
市
で
は
、
接
続
工
事
に

必
要
な
資
金
を
銀
行
な
ど
か
ら

借
り
る
場
合
、
１
０
０
万
円
ま

で
無
利
子
で
融
資
が
受
け
ら
れ

る
融
資
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

使
用
人
数
の
変
更
の
際
は
連
絡

く
だ
さ
い

　
す
で
に
公
共
下
水
道
や
西
方

地
域
の
農
業
集
落
排
水
を
利
用

し
て
い
る
世
帯
で
井
戸
水
を
使

用
し
て
い
る
世
帯
や
、
大
平
・

藤
岡
地
域
で
農
業
集
落
排
水
を

使
用
し
て
い
る
世
帯
は
、
使
用

人
数
に
よ
り
下
水
道
使
用
料
が

変
わ
り
ま
す
。
人
数
が
変
更
に

な
っ
た
と
き
は
、
問
合
先
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

接
続
工
事

　
下
水
道
建
設
課

　

 

☎
（21）
２
２
９
０
（
不
通
の
場

合
は
☎

（25）
２
１
１
１
）

　
使
用
人
数

　
企
業
経
営
課
☎

（25）
２
１
０
０

令
和
３
年
農
業
用
免
税
軽
油

一
括
交
付
期
間
後
の
追
加
申

請
を
受
け
付
け
ま
す

　
栃
木
県
税
事
務
所
で
は
、
正

規
の
期
間
内
に
申
請
で
き
な

か
っ
た
方
の
追
加
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。
交
付
を
希
望
す
る

方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。な
お
、

今
回
申
請
し
な
か
っ
た
場
合
、

１
年
分
の
全
量
交
付
が
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
の
際
の
持
ち
物
等
は
、

広
報
と
ち
ぎ
１
月
号
を
確
認
す

る
か
、
栃
木
県
税
事
務
所
へ
。

日
時
　
３
月
４
日
（
木
）・
５

日
（
金
）　

両
日
と
も
９
時
～

11
時
30
分
、
13
時
～
15
時
30
分

場
所
　
栃
木
県
庁
下
都
賀
庁
舎　

第
２
福
利
厚
生
棟
２
階
会
議
室

（
神
田
町
）

問 

栃
木
県
税
事
務
所

☎
（23）
６
８
８
２

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
（21）
２
３
９
３

栃
木
市
事
業
継
続
緊
急
支
援

補
助
金
の
申
請
期
限
は
２
月

26
日
（
金
）
ま
で

　

申
請
期
限
が
迫
っ
て
い
ま

す
。
対
象
の
方
は
お
早
め
に
手

続
き
く
だ
さ
い
。

対
象　
令
和
２
年
１
月
か
ら
12

月
の
い
ず
れ
か
１
か
月
の
売
上

が
、
前
年
同
月
比
で
30
％
以
上

50
％
未
満
減
少
し
て
い
る
事
業

者
（
農
業
者
含
む
）
で
、
国
が

行
う
持
続
化
給
付
金
の
売
上
減

少
要
件
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

内
容　
定
額
10
万
円
の
補
助
金

を
支
給

申
請
方
法　
必
要
書
類
を
揃
え

て
、２
月
26
日
（
金
）
ま
で
に
、

郵
送
ま
た
は
商
工
振
興
課
・
農

業
振
興
課
・
各
総
合
支
所
産
業

振
興
課
窓
口
に
提
出
く
だ
さ
い

（
申
請
用
紙
は
窓
口
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
設
置
）

問 

商
工
振
興
課
☎

（21）
２
３
７
２

農
業
振
興
課
☎
（21）
２
３
８
１

栃
木
市
店
舗
等
家
賃
応
援
補

助
金
の
申
請
期
限
は
２
月
26

日
（
金
）
ま
で

　

申
請
期
限
が
迫
っ
て
い
ま

す
。
対
象
の
方
は
お
早
め
に
手

続
き
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
の
テ
ナ
ン
ト
等
で

事
業
を
営
む
事
業
者
で
、
令
和

２
年
４
月
か
ら
８
月
の
い
ず
れ

か
１
か
月
の
売
上
が
、
前
年
同

月
比
で
30
％
以
上
50
％
未
満
減

少
し
て
お
り
、
国
が
行
う
家
賃

支
援
給
付
金
の
売
上
減
少
要
件

の
対
象
と
な
ら
な
い
方

内
容　

支
払
家
賃
の
一
部
を
、

12
万
円
を
限
度
に
補
助
い
た
し

ま
す
。

申
請
方
法　
必
要
書
類
を
揃
え

て
、２
月
26
日
（
金
）
ま
で
に
、

郵
送
ま
た
は
商
工
振
興
課
・
各

総
合
支
所
産
業
振
興
課
窓
口
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
申
請
用

紙
は
窓
口
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
設
置
）　

問 

商
工
振
興
課
☎

（21）
２
３
７
２

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金 

請

求
の
際
に
必
要
な
本
人
確
認

書
類
が
変
更
と
な
り
ま
す

　

国
の
法
令
の
改
正
に
よ
り
、

次
の
書
類
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
請
求
す
る
方
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

必
要
な
書
類

・請
求
者
本
人
の
戸
籍
書
類（
※

改
正
前
と
同
じ
）

・
身
分
を
証
明
す
る
書
類
（
次

の
う
ち
い
ず
れ
か
１
点
〔
運
転

免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険

者
証
、介
護
保
険
被
保
険
者
証
、

年
金
手
帳　
な
ど
〕）

※
家
族
等
の
代
理
人
が
請
求
す

る
場
合
に
も
、
必
ず
請
求
者
本

人
の
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

※
ま
だ
請
求
を
行
っ
て
い
な
い

方
は
、令
和
５
年
３
月
31
日（
金
）

ま
で
に
手
続
き
く
だ
さ
い
。

問 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
☎

（21）
２
２
４
１

子
ど
も
未
来
基
金
へ
の
寄
附

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

子
育
て
支
援
に
役
立
て
て
欲

し
い
と
、
栃
木
青
年
会
議
所
Ｏ
Ｂ

を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
「
め
ざ

め
よ
栃
木
！
未
来
塾
」
様
よ
り
、

８
７
，
５
２
５
円
の
寄
附
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
子
ど
も
の
貧
困

対
策
や
子
育
て
環
境
の
充
実
の

た
め
の
事
業
に
活
用
し
ま
す
。

問 

子
育
て
支
援
課☎

（21）
２
２
８
８

感
染
症
対
策
の
た
め
の
寄
附

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
の
た
め
、
市
内
在
住
の

内
藤
實
様
よ
り
百
万
円
の
寄
附

金
を
い
た
だ
き
ま
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成人式延期のための
レンタル衣装キャンセル料を補助します
　１月 10日に予定していた成人式を延期したことによ
り、着物等衣装のレンタルをキャンセルした際に発生し
た費用の一部を補助します。
対 象　�栃木市成人式の参加対象者が成人式で着用する

ために事業者から借りた衣装のレンタル料のう
ち、延期に伴い支払ったキャンセル料�または�
キャンセルによって返還されなかった費用

補助金額　上限３万円（100円未満切り捨て）
申請方法　�所定の申請書（問合先窓口・市ホームページに

設置）に記入のうえ、必要書類を添えて郵送
申請期限　３月 26日 ( 金 )（当日消印有効）
※詳細は、市ホームページをご覧いただくか、問合先へ。

問合先　生涯学習課　☎ (21) ２４８８


